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防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13条の 2第 1項の規定に基づき

報告します。
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防災訓練実施年月日 平成 27年 10月 23日
平成 27年

平成 27年
1月 1日 ～

9月 30日

防災訓練のために

想定した原子力災害

の概要

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失等に

より、原子力災害対策特別措置法第 10条第

1項および 15条第 1項に該当する事象に

至る原子力災害を想定

シビアアクシデント事象による原子力

災害を想定

防 災 訓 練 の 項 目 緊急時演習 (総合訓練) 要素訓練

防 災 訓 練 の 内 容

以下の訓練内容を含むシビアアクシデント

を想定した総合VI練を実施

(1)本部運営訓練

(2)通報連絡訓練

(3)全交流電源喪失対応訓練

(4)ア クシデントマネジメント対応訓練

(5)原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練

(6)原子力緊急事態支援組織との連携訓練

(7)プ レス対応訓練

(1)要員参集訓練

(2)緊急時環境モニタリング訓練

(3)全交流電源喪失対応訓練

防災訓練の結果の概

要
別紙 1の とお り 丹り紙 2の とおり

今後の原子力災害対

策に向けた改善点
別紙 1の とおり 別紙 2の とおり
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1.訓練の目的

本訓練は、 「高浜発電所原子力事業者防災業務計画第 2章第 7節」に基づき実施するもので

ある。

今回の訓練は、休 日を想定した体制 (初動の対応要員から段階的に参集する要員)で、発電

所対策本部においては整備 した重大事故等対処設備、手順等を用いて緊急時の対応が実施でき

ることを確認するとともに、原子力施設事態即応センター (本店対策本部)においては、発電

所対策本部への支援活動および対外対応の能力の向上を図ることを目的としている。

2.実施 日時および対象施設

(1)実施 日時

平成 27年 10月 23日 (金)10:00～ 15:30

(2)対象施設

高浜発電所  1, 2, 3, 4号機

3.実施体制、評価体制および参加人数

(1)実施体制
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東京支社

高浜発電所

緊急時封策所

(発電所対策本部)

他の原子力事業者等

原子力施設事線

即応センター
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技術支援
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災害対策支援拠点



(2)評価体制

訓練参加者以外から評価者 (高浜発電所および高浜発電所以外の社員)を選任し、手

l贋の検証や封応の実効性等について評価し、改善点の抽出を行 う。また、訓練終了後に

は訓練参加者および評価者にて振 り返りを実施し、訓練全体を通した意見交換および気

づき事項の集約を行い、課題の抽出を行う。

(3)参力日人数 :246名

〈内訳)

高浜発電所 :141名

(プ レーヤー :社員 89名 、協力会社 29名
コントローラー・評価者 :社員 23名 )

本店   :102名
(プ レーヤー :社員 69名 、プラントメーカー・協力会社 10名

コントローラー・評価者 :社員 23名 )

東京支社  :  3名
(プレーヤー :社員 3名 )

4。 原子力災害想定の概要

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失等により、原子力災害対策特別措置法 (以下、「原

災法」という。)第 10条第 1項および第 15条第 1頂に該当する事象に至る原子力災害を想

定する。

【高浜 1、 2号機】

(1)定期検査中 (燃料全数使用済燃料ピットに保管中)、 地震発生に伴い、外部電源喪失およ

び非常用ディーゼル発電機の起動に失敗し、全交流電源喪失が発生する。

(2)全交流電源喪失状態が 5分以上経過したことから原災法第 10条第 1項に該当する事象
「SE26 全交流電源の 5分以上喪失 (旧基準炉)の発生」に至る。

(3)その後、空冷式非常用発電装置の起動により電源を確保するとともに、使用済燃料ピッ

トの水位、温度を監視し給水の可否を決定する。

【高浜 3号機】

(1)定格熱出カー定運転中、地震発生に伴い、原子炉が自動停止するとともに外部電源喪失

および非常用ディーゼル発電機の起動に失敗し、全交流電源喪失が発生する。

(2)同時に格納容器内で原子炉冷却材の漏えい (以下、「LOCA」 という。)が発生した

が、非常用炉心冷却装置のうち原子炉への注入ポンプが起動せず、動作した蓄圧注入夕

ンクからの注水の終了により、全ての原子炉への注水機能を喪失し原災法第 15条第 1

項に該当する事象の「GE21 原子炉冷却材漏えいに時における非常用炉心冷却装置
による注水不能」および原災法第 10条第 1項に該当する事象の「SE54 緊急事態
事象の発生」に至る。

(3)さ らに、LOCAの 影響で炉心出日温度が350℃以上かつ格納容器内高レンジエリア
モニタが 1 0 0Sv/hを超えたため、原災法第 15条第 1項に該当する事象の「GE2
8 炉心損傷の検出」ならびに燃料被覆管の障壁および原子炉冷却系の障壁が喪失する
とともに格納容器スプレイが動作していないことから原災法第 15条第 1頂に該当する
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事象の「GE42 2つ の障壁喪失および 1つの障壁の喪失または喪失の可能性」に至

るとともに、No.5モ ニタリングポス ト (3, 4号機放水日付近)の指示値が5 μSv

/hと なり、原災法第 10条第 1頂に該当する事象の「SE01 敷地境界付近の放射

線量の上昇」およびその状態が 10分間以上継続したため、第 15条第 1項に該当する

事象の「GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇」に至る。

(4)ま た、格納容器排気筒ガスモニタにおいて、敷地境界付近における放射能水準が5μ

Sv/hに相当する数値を検出し、その状態が 10分問以上継続したため、原災法第 10

条第 1項および原災法第 15条第 1項に該当する事象の「SE02お よびGE02 通

常放出経路での気体放射性物質の放出」に至るとともに、格納容器圧力が 1 2 7kPaを

超過 し、その状態が 10分間以上継続したため、原災法第 10条第 1項に該当する事象

の「SE41 格納容器健全性喪失のおそれ」に至る。
(5)その後、可搬式代替低圧注水ポンプにより格納容器スプレイを開始するとともに大容量

ポンプを用いた格納容器自然対流冷却により、発電所敷地外への漏えいが停止し事態安

定を図る。また、環境への放射性物質拡散抑制のための放水砲およびシル トフェンスの

準備を行 う。

【高浜4号機】

(1)定格熱出カー定運転中、地震発生に伴い、原子炉が自動停止するとともに外部電源喪失

および非常用ディーゼル発電機の起動に失敗し、全交流電源喪失が発生する。

(2)同時に格納容器内で原子炉冷却材の漏えいが発生し、非常用炉心冷却設備の作動信号が

発生したことから原災法第 10条第 1項に該当する事象の「SE21 原子炉冷却材漏
えいによる非常用炉心冷却装置作動」に至る。

(3)非常用炉心冷却装置のうち原子炉への注入ポンプは起動しないが、 1次系冷却材圧力を

低下させ蓄圧注入タンクによる注入を行うため、蒸気発生器を用いた2次系強制冷却に

より1次系冷却材圧力を低下させたことから、蓄圧注入タンクからの注水が開始され

る。

(4)さ らに、恒設代替低圧注水ポンプを用いて原子炉への注水を開始するとともに、蒸気発

生器への給水確保のため復水タンクヘの水補給を行い、炉心の冷却を継続する。

(5)そ の後、大容量ポンプを用いた再循環運転および格納容器 自然対流冷却により事態安定

を図るc

5.防災訓練の項目

緊急時演習 (総合訓練)

6.防災訓練の内容

訓練者へ訓練シナヅオを知らせないシナリオ非提示型訓練 (ブラインド訓練)にて実施 し

た。また、プラント状況等の付与については、安全パラメータ表示システム (以下、「SPD

S」 という。)を用いて訓練モー ドのパラメータを使用し、訓練を実施 した。
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【高浜発電所】

(1)本部運営訓練

(2)通報連絡訓練

(3)全交流電源喪失対応訓練

(4)ア クシデントマネジメント対応訓練

【本店】

(1)本部 (原子力施設事態即応センター)運営訓練

(2)原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練

(3)原子力緊急事態支援組織との連携訓練

(4)プレス対応訓練

7.訓練確認結果の概要

(1)本部運営訓練
a.高浜発電所

休日における重大事故等の対応を行うため常駐している本部要員 6名で、発電所対

策本部を立上げ、社内テレビ会議システムを活用した本店対策本部との情報共有体制

を確立し、発災状況を的確に把握するとともに、現場要員 64名 との連携により対応

すべき処置の確認または指示が、適切に実行されたことを確認した。また、その後、

参集した要員 48名 を加えて、緊急時にかかる種々の対応活動の実行を確認した。
b.本店

休日における当番者 7名 で、本店対策木都の非常招集、本店対策本部 (原子力施設

事態即応センター)を立上げ、テレビ会議システムを活用した情報共有体制の確立を

行い、規制庁 (ERC)へ のプラント状況等の連絡が適切に実行されたことを確認し
た。また、その後、段階的に参集した要員による発電所対策本部への技術支援等や原

子力事業所災害対策支援拠点の運営、原子力緊急事態支援組織との連携およびプレス

対応が実施されたことを確認した。

(2)通報連絡訓練

発電所対策本部において、事象発生以降、事態安定までの情報を収集し、事象の同定に

緊急時活動レベル (以下、「EAL」 という。)が用いられ、所定の通報票の作成および

関係箇所への原災法等に基づく速やかな通報が発信されたことを確認した。

なお、今回の訓練においては、原災法第 10条通報および第 15条報告に係る第一報

は、EAL判 断後、 15分以内に発電所にて通報票の作成および発信を行つたが、あらか
じめ訓練用に作成した緊急時衛星通報システムの登録※に誤 りがあつたため目標時間内に

通報が今回の訓練参加箇所に到着しなかつた。

※ 訂‖練では通常の通報送付先全てに通報を送ることができないため、訓練用の通報先

を訓練参加機関に応じて、その都度設定している。

(3)全交流電源喪失対応訓練 (シビアアクシデント対応訓練を含む)
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現場の実動訓練 (実動によリプラントに影響のある操作等は模擬)と して、事象の進展

に応 じて、発電所に常駐している要員 (運転・支援、電源確保、設備対応、給水確保、瓦

礫除去)および参集した要員により手順等に基づき以下の対応が適切に実施されたことを

確認 した。

a.3号機主蒸気逃がし弁開放および空冷式非常用発電装置への給油、 4号機主蒸気逃が

し弁開放および開度調整。

b.3号 機および4号磯空冷式非常用発電装置による電源確保ならびに蓄電池室ダンパ開
放。

c.3号機充てん/高圧注入ポンプ自己冷却準備、蓄電池室ダンパ開放、アニュラス内水

素濃度測定用可搬型モニタ取付および空冷式非常用発電装置への給油、 4号機充てん

/高圧注入ポンプ自己冷却準備、蓄電池室ダンパ開放および中央制御室非常用循環系

ダンパ開放。

d.3号 機可搬式代替低圧注水ポンプ用消防ポンプ設置および 4号機蒸気発生器給水用消

防ポンプ設置。

e.重機を用いた瓦礫 。上砂撤去。
f.3号機蒸気発生器給水用消防ポンプ設置、可搬式代替低圧注水ポンプ設置、大容量ポ
ンプ設置および放水砲設置、 4号機大容量ポンプ設置ならびにシル トフェンス設置

(陸上配備)。

g。 1号機および 2号機空冷式非常用発電装置による電源確保および使用済燃料ピットヘ

の給水必要性の検討。

(4)ア クシデントマネジメント対応訓練

発電所対策本部において、事故時対応マニュアル、事故時影響緩和操作評価所則等に基

づき、プラントパラメータ監視およびシビアアクシデント対応策の検討が適切に実施され

たことを確認した。

(5)原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練

原子力事業所災害対策支援拠点の設置 (当社原子力研修センター敷地内)に伴い、他の

原子力事業者等への支援要請、原子力緊急事態支援組織から搬送された資機材 (ロ ボッ

ト)の受取りおよび同拠点から高浜発電所への資機材の搬送などの一連の対応が実施でき

ることを確認した。

また、原子力事業本部から先遣隊を派遣して搬送経路 (道路)の被災状況を確認 した。

(6)原子力緊急事態支援組織との連携訓練

原子力緊急事態支援組織への支援要請を実施し、発電所への資機材 (ロ ボット)の輸送

が実施できることを確認した。
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原災法第 10条、 15条該当事象に対し、原子力規制庁ERC広 報カリエと調整の上、プレ
ス資料の作成ができることを確認 した。

また、模擬記者会見に向けた資料の準備、模擬記者会見でのプラント状況の説明および

その後の質疑応答が実施できることを確認 した。

8.訓練の評価
発電所姑策本部において、休日における複数号機で原子力災害が同時発生した場合、発電

所に常駐している本部要員 6名 での迅速な対策本部の立上げ、情報の収集と共有、関係箇所

への原災法に基づく通報連絡、および現場要員 64名 で事故収束のための各種初動対応 (充
てん高圧注入ポンプ自己冷却準備、2次系強制冷却操作等)、 および、その後参集した要員 4

8名 による、事故収束のための継統的対応 (消防ポンプの敷設と仮設水槽設置、可搬式代替

低圧ポンプの準備、大容量ポンプのつなぎ込み等)について、1,毛ね適切に実施することがで

きたと評価する。

また、原子力事業本部本店対策本部 (原子力施設事態即応センター)においては、当番者
7名 での対策本部の立上げ、SPDS等 を通じて発電所のプラント状況等を収集するととも
に、規制庁 (ERC)へ の情報連絡を国テレビ会議システムにて、概ね適切に実施すること
ができたと評価する。また、その後、段階的に参集してきた要員により発電所への技術支援

等や原子力事業所災害対策支援拠点の運営、原子力緊急事態支援組織との連携およびプレス

対応が適切に実施することができたと評価する。

結果、「1.訓練の目的」に掲げた休 日において原子力災害が発生した場合、整備した重大

事故等対処設備、手順等を用いて的確かつ円滑に事故制圧対応が実施できるという訓練目的

は達成するとともに、厳しい状況下を想定した訓練に取り組んだことで対応能力の向上に資

するものであつたと評価する。

また、前回の訓練課題の改善点の確認結果は以下の通り。

a.高浜発電所
前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の姑応

3号機の原災法通報連絡の第 1報の内

容が原災法第 15条に該当する事象であ

ったため、現行ルールでは原災法第 10

条通報として実施すべきであつたが、こ

れができていなかつたことから、通報連

絡の運用について再徹底するとともに今

後の訓練を通じて習熟を図つていく。な

お、平成 25年度訓練における今後の改

善点である第 10条通報と第 15条報告

様式の改善と運用方法について、引き続

き検討を行っていく。

現行ルールについて周知を図るとともに、

(副)本部長、班長クラスを対象として所内で定

期的に実施している緊急時対応演習 (ド ヅル)で

運用について習熟を行ってお り、今回の訓練に

おいても適切に対応できている。なお、通報・報

告様式の改善と運用方法については、引き続き、

電気事業連合会大 と連携 して検討を行つてい

く。

(今後の対応)

今後も緊急時対応演習 (ド リル)等を通じて運

用の定着、習熟を図っていく。
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b.本店
前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応

社外関係機関等からの各種問い合わせ

に対して、迅速な対応ができなかつたた

め、優先度、回答期限の明確化や、対応

要員の配置など、運用と体制面からの改

善策を検討する。

今回の訓練では、原子力設備班情報係に問い

合わせに係る本部内の取りまとめを行 う専任の

要員 (初動 2名 、要員参集後 6名体制)を配置し、

一定の効果を得ることができた。

(今後の対応)

現在運用している問い合わせ対応 (QA)シー

トについては、確認事項 (回答期限、処理結果、

データベース登録等)を明確化した様式に改善

し、運用面の充実を図る。

本店対策本部内において連携すべき係

が、相互に離れていることにより、情報

共有が円滑にできなかつたため、より適

切なレイアウトについて検討する。

今回の訓練では、自治体との連携を行 う住民

対応チームを、情報を集約する係および支援資

機材を手配する係と同部屋に配置することによ

り、情報共有が容易になった。

(今後の対応)

本部内の要員配置については、今後の訓練を

通じて、継続的な改善を図つていく。

住民避難支援にかかる自治体からの要

請が輻犠すると、本店対策本部内におけ

る対応箇所で情報処理の停滞が生じたこ

と、また、関係箇所間の連携が円滑に実

施できなかったことから、業務量に応じ

た要員の確保や連携方法について検討す

る。

今回の訓練では、自治体との連携を行う住民

対応チームを、情報を集約する係および支援資

機材を手配する係と同部屋に配置することによ

り、関係箇所間の情報共有および連携が容易

になった。

(今後の対応 )

業務量に応じた要員の確保は、他係から要

員の支援などが適切に行えることを、今後の

訓練を通じて確認する。
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前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の封応

今回は、平成 26年 8月 の総合防災訓

練で実施しなかった複数号機の発災やシ

ナリオ非提示型による訓練を実施すべ

く、発電所射応を中心とした訓練を行つ

た。

なお、この結果をもとに、今後、目的

を明確にした訓練中期計画を策定すると

ともに、対応能力の向上のためPDCA

を回していくこととする。

訓練中期計画を策定し、今回の訓練を実施 した。

・高浜発電所原子力防災訓練中期計画 (H27
～H30年 度)[平成 27年 6月 策定]
。原子力事業本部原子力防災訓練中期計画 (H

27～ H30年 度)[平成 27年 6月 策定]
・スモール原子力事業本部原子力防災訓練中期

計画※ (H27～H30年 度)[平成 27年 9

月策定]

※原子力事業本部単独の計画 (発電所を含ま

ない本店機能のみ)

(今後の対応 )

中期計画に基づき訓練を実施し、PDCAを

回すことで、対応能力の向上を図つていく。

9.今後に向けた改善点

今回の訓練において、新たに抽出された課題と改善点は以下のとおり。

(1)高浜発電所

a.緊急時対策所内での情報共有等を確実に行 うため種々の掲示物を作成、活用したが、

様式の変更、記入方法の統一等、更に使いやすくするための改善を図つていく。

b.緊急時対策所の通信設備立ち上げを早急に行えるようSPDSや テレビ会議システム

等の簡易立上げマニュアルを作成し、機器周辺に常備しておくことで円滑な対応を図

つていく。

(2)本店
a.休日当番体制での発災時の規制庁 (ERC)等 への状況説明の実施方法を明確にする

等、より迅速な初動対応を図るための仕組みの改善を検討する。

b.休 日・夜問等の発災で初動時の参集要員が限られた状況における、適切な本部構成、

要員配置のあり方や、その後段階的に参集してきた要員を確実に把握し、迅速に適所

配置するための仕組みの改善を検討する。

c.発電所支援を的確に行 うため、発電所対策本部内でのや りとり (雰囲気)を常時、原

子力事業本部で把握するため、例えばテレビ会議音声を常時接続状態にする等の運用

面の改善を検討する。

8
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丹ll甘低2

要素訓練結果報告の概要

1.訓練の目的

本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な人員・資機材確認等の検証

を行 うとともに、反復勃1練によつて手〕贋の習熟および改善を図るものである。

2.実施日および対象施設

(1)実施日

平成 27年 1月 1日 (木)～平成 27年 9月 30日 (水 )

(訓練ごとの実施日については、「添付資料」のとおり。)

(2)対象施設

高浜発電所

3。 実施体制、評価体制および参加人数

(1)実施体制

訓練ごとに実施責任者を設け、実施担当者が訓練を行 う。

詳細は、「添付資料」のとおり。

(2)評価体制

定められた手l贋どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価する。また、訓練を

通じて改善事項の抽出がなかつたかを確認する。

(3)参加人数
「添付資料」のとおり。

4.原子力災害想定の概要

(1)要員参集ヨ1練

若狭湾沖の地震 (震度 5強)を想定

(2)緊急時環境モニタリング訓練

原災法第 10条第 1項当該事象の発生に伴 う緊急時を想定し、発電所敷地内および敷地

境界付近において、代替モニタによる空間放射線量率の測定

(3)全交流電源喪失対応訓練

全交流電源喪失,緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失の状態を

想定

5.防災訓練の項目

要素訓練



6.防災訓練の内容

(1)要員参集訓棟

(2)緊急時環境モニタリング訓練

(3)全交流電源喪失対応訓棟

7.訓練結果の概要 (「添付資料」参照)

(1)要員参集訓練
・若狭湾沖の地震 (震度 5強)を想定し、安土社宅から徒歩による参集実動訓練を実施。

(2)緊急時環境モニタリング訓練
・可搬式モニタリングポス トによるモリタリングポス トの代替措置訓練を実施。

(3)全交流電源喪失対応訓練
・全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピント除熱機能喪失を踏まえ

た緊急安全対策の個別対応操作について、緊急時対策要員等による実動訓練を実施。

・シビアアクシデント対策に係る訓練として、原子炉への海水注入手順、水素爆発防止お

よび中央制御室の県境維持のための操作、主要計器が確認出来ない場合の可搬型計器の

接続や使用方法ならびにブル ドーザーによる模擬がれき等の除去に係る実動訓線や机上

訓練等を実施。

・訓練にあたり、本接機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし、現場での操作確認または

机上での手順確認を実施。

8.訓棟の評価

各要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認できた。

訓練毎の評価結果は、「添付資料」のとおり。

9。 今後に向けた改善点

各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。

以  上

(添付資料)

要素訓練の概要



添付資料

要素訓練の概要

1.要員参集訓練 (訓練実施日 :適宜反復訓練を実施 (当該期間で計 1回実施)、 参加人数 :12名 )

2.緊急時県境モニタリング訓練 (VI練実施日 :適宜反復訓練を実施 (当該期間で計 3回実施)、 参加人数 :21名 )

を実施 (当 内で 288回日3 1 805

今後に向けた改善点

特になし

当該期間中の改善点

特になし

評価結果

良

実施体制

(①実施責任者、②実施担当者)

①所長室課長 (総務)

②所長室課長 (総務)が指名した者

概要

要員参集訓練

若狭湾沖の地震 (震度 5強)を想定し、
安土社宅から徒歩による参集実動訓練

を実施

今後に向けた改善点

特になし

当該期間中の改善点

特になし

評価結果

良

実施体制

(①実施責任者、②実施担当者)

①放射線管理口果長

②放射線管理課長が指名した者

概要

緊急時環境モニタリング訓練

可搬式モニタリングポス トによるモリ

タリングポス トの代替措置訓練を実施

今後に向けた改善点

特になし

特になし

特になし

当該期間中の改善点

特になし

特になし

特になし

評価結果

良

良

良

実施体制

(①実施責任者、②実施担当者)

(1)①電気保修課長
②電気保修R果長が指名した者

(1)①タービン保修課長、原子炉保
修n果長

②タービン保修口果長、原子炉保

修課長が指名した者

(2)①タービン保修課長
②タービン保修課長が指名した

者

①原子燃料課長

②原子燃料課長が指名した者

概要

緊急時の電源確保に係る訓練

(1)空冷式非常用発電装置による電源確

保の手順の実動訓練や机上訓練等を

実施

緊急時の除熱機能の確保に係る訓練

(1)消 防ポンプおよび仮設中圧ポンプ等

による蒸気発生器へ給水手順の実動

訓練、ライン構成等の操作確認を実

動訓練にて実施

(2)ディーゼル駆動式大容量ポンプによ

る余熱除去系統への冷却海水供給手

順の実動訓練や机上訓練等を実施

使用済燃料ピットの除熱機能確保に係

る訓練

消防ポンプ等による使用済燃料ピット
ヘの給水等の実動訓練を実施



添付資料

要素訓練の概要

(5)SA時のアクセスルー ト確保
を想定し、実動訓練に土砂撤去

を盛 り込めるよう、訓練環境の

改善を行 う①

(1)～ (4)特になし

特になし良

(1)①タービン保修課長、発電室長
②タービン保修課長、発電室長
が指名した者

(2)①原子炉保修課長
②原子炉保修課長が指名した者

(3)①原子炉保修課長
②原子炉保修課長が指名した者

(4)①計装保修課長
②計装保修課長が指名した者

(5)①所長室課長
②所長室課長が指名した者

シビアアクシデント対策に係る訓練

(1)可搬式エンジン駆動ポンプや消防車

による原子炉への海水注入手順の実

動訓練や机上訓練等を実施

(2)全交流電源喪失時のアニュラス排気

ファンの運転による水素爆発防止手

順の実動訓練や机上訓練等を実施

(3)全交流電源喪失時の中央制御室非常

用循環ファンの運転による環境維持

のための手順の実動訓練や机上訓練

等を実施

(4)主要計器が確認出来ない場合の可搬

型計器使用方法、接続および測定の

ための手順の実動訓練や机上勃1練等

を実施

(5)ブル ドーザーによる模擬がれき等を

用いた実動訓練を実施


